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公布 条例

◇ 鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例 一部 改正 条例

（市町村振興課）………………………………………………………………………………………

鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例 一部 改正 条例（〃）……………………………

鳥取県立県民文化会館 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（文化振興課）……

鳥取県営鳥取空港 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（交通政策課）………

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例（長寿社会課）……

鳥取県公害防止条例 一部 改正 条例（環境政策課）………………………………………

◇鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例 一部 改正 条例

次 表 左欄 掲 事務（ 事務 当該市町村 区域 係 場合 限 。） 、 同表

右欄 掲 市町村 新 処理 。（別表関係）

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例 一部 改正 条例
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この は から することとした

の を ずることとした

の を する

事 務 市町村

化製場等 関 法律 基 動物 飼養又 収容 許可等 鳥取市

農地法 基 農地等 権利 設定又 移転 許可 鳥取市、岩

美郡 町村、

八頭郡 町

村（郡家町

及 船岡町

除 。）、

気高郡 町

及 東伯郡

泊村

土地改良法 基 換地計画 認可等 鳥取市

土地区画整理法 基 土地区画整理事業 施行 認可等 鳥取市

高齢者、身体障害者等 円滑 利用 特定建築物 建築

促進 関 法律 基 特定建築物 建築及 維持保全

計画 認定等

鳥取市

租税特別措置法 基 優良宅地 認定等 倉吉市
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補助対象 農山漁村生活体験事業 、次 改正 行 。（第 条関係）

（ ） 農山漁村生活体験者 農林水産業等 係 技術 指導 者 対 助成 行 事業 補助対象事

業 追加 。

（ ） 農山漁村生活体験者 自宅 居住 者 対 助成 行 事業 補助対象事業 除外

。

（ ） 農山漁村生活体験者 定義 、県外 在住 者 、農山漁村地域 月以上滞在 、対象産

業 体験 継続 行 （当該体験 開始 年以内 者 限 。） 。

施行期日等

（ ） 条例 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

◇鳥取県立県民文化会館 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

県民文化会館 利用料金 管理 委託 受 者 収入 収受 。（第 条関係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県営鳥取空港 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県営鳥取空港 運用時間 午前 時 分 午後 時 分 （現行 午前 時 午後 時 分

） 。（第 条関係）

鳥取県国際交流 ー 管理 、財団法人鳥取県国際交流財団 委託 。（新第 条関

係）

他所要 規定 整備 行 。

条例 、平成 年 月 日 施行 。 、規則 定 日 施行

。

◇鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県立皆生療護園及 鳥取県立西伯有楽苑 廃止 。（第 条、第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

◇鳥取県公害防止条例 一部 改正 条例

煙関係特定施設 設置等 届出 者 分割 、分割 当該 煙関係

特定施設 承継 法人 、当該届出 者 地位 承継 。（第 条関係）

汚水関係特定施設 設置等 届出 者 分割 、分割 当該汚水関係特定

施設 承継 法人 、当該届出 者 地位 承継 。（第 条関係）

騒音関係特定施設 設置等 届出 者 分割 、分割 当該騒音関係特定

施設 承継 法人 、当該届出 者 地位 承継 。（第 条関係）

条例 、平成 年 月 日 施行 。
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改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

事 務 市町村等

～ 略

化製場等 関 法律（昭和 年法律
第 号）第 条第 項 書 規定

死亡獣畜 解体、埋却及 焼却
許可

各市町村

化製場等 関 法律 基 事
務 、次 掲

鳥取市

（ ） 第 条第 項 規定 動物
飼養又 収容 許可 受

区域 指定
（ ） 第 条第 項 規定 動物
飼養又 収容 許可

（ ） 第 条第 項 規定 飼養又
収容 届出 受理

（ ） 第 条第 項 準用 第
条第 号 規定 衛生上必要

措置 決定
（ ） 第 条第 項 準用 第

条第 項 規定 必要 報告
要求及 立入検査

（ ） 第 条第 項 準用 第
条 規定 必要 措置等

命令
（ ） 第 条第 項 準用 第

条 規定 許可 取消 及 施
設 使用 制限又 禁止 命令

別表（第 条関係）

事 務 市町村等

～ 略

化製場等 関 法律（昭和 年法律
第 号）第 条第 項 書 規定

死亡獣畜 解体、埋却及 焼却
許可

各市町村
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鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県知事 権限 属 事務 処理 特例 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。
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～ 略 ～ 略

商工会法第 条 規定 都道府県
処理 事務 関 政令（昭和 年

政令第 号） 規定 処理
商工会法（昭和 年法律

第 号） 基 事務 、商工会
係

米子市及
各町村

農地法（昭和 年法律第 号）
第 条第 項 規定 農地又 採草
放牧地 係 権利 設定又 移転 許可
（農地法施行令（昭和 年政令第 号）
第 条 規定 場合 係
除 。）

鳥取市、岩
美郡 町村、
八頭郡 町
村（郡家町
及 船岡町
除 。）、

気高郡 町
及 東伯郡
泊村

土地改良法（昭和 年法律第
号） 基 事務 、次 掲

鳥取市

（ ） 第 条第 項 規定 換地計
画 認可

（ ） 第 条 第 項（第 条 第
項 準用 場合 含 。）
規定 換地計画又 換地計画

変更 適否 決定
（ ） 第 条 第 項 準用

第 条第 項 規定 公告及
換地計画書 写 縦覧

（ ） 第 条 第 項 規定 換
地計画 変更 認可

（ ） 第 条第 項 規定 公告
（ ） 第 条第 項 規定 管轄登
記所 通知

～ 略

商工会法第 条 規定 都道府県
処理 事務 関 政令（昭和 年

政令第 号） 規定 処理
商工会法（昭和 年法律

第 号） 基 事務 、商工会
係

米子市及
各町村

～ 略

鳥取県屋外広告物条例 基 事務
、次 掲

各市町村

（ ）～（ ） 略

土地区画整理法（昭和 年法律第
号） 基 事務 、次 掲

鳥取市

（ ） 第 条第 項 規定 土地区
画整理事業 施行 認可

（ ） 第 条第 項（第 条第 項及
第 条第 項 準用 場合
含 。） 規定 公告

（ ） 第 条第 項（第 条第 項
準用 場合 含 。） 規定
図書 送付

（ ） 第 条第 項 規定 土地区
画整理事業 規準及 規約並 事業
計画 変更 認可

（ ） 第 条第 項 規定 施行者
数人 場合 規約 認

可
（ ） 第 条第 項 規定 届出
受理

（ ） 第 条第 項 規定 公告
（ ） 第 条第 項 規定 土地区
画整理事業 廃止又 終了 認可

鳥取県屋外広告物条例 基 事務
、次 掲

各市町村

（ ）～（ ） 略
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（ ） 第 条第 項 規定 事業
又 会計 状況 検査及 処分 取消

他必要 措置 命令
（ ） 第 条第 項 規定 認可

取消
（ ） 第 条第 項 規定 公告

土地区画整理法 基 事務 、
次 掲

各市町村

（ ）～（ ） 略

～ 略

土地区画整理法（昭和 年法律第
号） 基 事務 、次 掲

各市町村

（ ）～（ ） 略

～ 略

風致地区内 建築等 規制 関
条例（昭和 年鳥取県条例第 号）

基 事務

米子市

高齢者、身体障害者等 円滑 利
用 特定建築物 建築 促進 関
法律（平成 年法律第 号） 基

事務 、次 掲

鳥取市

（ ） 第 条第 項 規定 特定建
築主 対 指導及 助言

（ ） 第 条第 項 規定 特定建
築主 対 指示

（ ） 第 条第 項 規定 報告
徴収及 立入検査

（ ） 第 条第 項 規定 特定建
築物 建築及 維持保全 計画 認定

（ ） 第 条第 項（第 条第 項
準用 場合 含 。） 規定
申出 受理

（ ） 第 条第 項（第 条第 項
準用 場合 含 。） 規定
特定建築物 建築 計画 通知

（ ） 第 条 規定 計画 変更
認定

（ ） 第 条 規定 認定事業者
報告 徴収

（ ） 第 条 規定 認定事業者
対 改善命令

（ ） 第 条 規定 特定建築物
建築及 維持保全 計画 認定 取消

租税特別措置法（昭和 年法律第 号）
第 条 第 項第 号、第 条 第
項第 号 、第 条 第 項第 号
及 第 条第 項第 号 規定

優良住宅 認定

各市

租税特別措置法第 条 第 項第
号 、第 条 第 項第 号 、第
条 第 項第 号 及 第 条第 項
第 号 規定 優良宅地 認定

鳥取市、倉
吉市及 米
子市

及 略

風致地区内 建築等 規制 関
条例（昭和 年鳥取県条例第 号）

基 事務

米子市

租税特別措置法（昭和 年法律第 号）
第 条 第 項第 号、第 条 第
項第 号 、第 条 第 項第 号
及 第 条第 項第 号 規定

優良住宅 認定

鳥取市、米
子市及 境
港市

租税特別措置法第 条 第 項第
号 、第 条 第 項第 号 、第
条 第 項第 号 及 第 条第 項
第 号 規定 優良宅地 認定

鳥取市及
米子市

及 略
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３ ４ ３
５

４ ３ ６ ２
２ ３ ４

３ ６

４ ３ ５
２ ２

３ ４ ３
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45 32 26
28 31

11 62 11
63

46 28
31 10 62

10 63

47 48

の による
は の の び の

しその な の
の による

の し
の による

に づく のうち
に げるもの に づく のうち に げるも

の

における の に
する
に づく

の が に
できる の の に す

る に づく
のうち に げるもの

の による
に する び

の による
に する

の による の
び

の による
の び の の

にお
いて する を む の に
よる の

にお
いて する を む の に
よる の の の

の による の の

の による か
らの の

の による に
する

の による の
び の の の

し

の の
ニ の

ニ び の による
の

の
イ の ハ
の ハ び

イの による の

び

び

における の に
する
に づく

の の
ニ の

ニ び の による
の

び

の
イ の ハ
の ハ び

イの による の

び

び

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

１ ４ １この は から する13



平成 年 月 日 水曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 28 256 ３

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 条例 「農山漁村生活体験事業」

、次 掲 事業 。

（ ） 農山漁村生活体験者 対 、 者 滞在

間、助成 行 事業

（ ） 農山漁村生活体験者 農林水産業 他知事

別 定 産業（以下「対象産業」 。） 係

技術 指導 者 対 、当該指導 行 間、

助成 行 事業

（ ）及 （ ） 略

条例 「農山漁村生活体験者」 、県

外 在住 者 、農山漁村地域 月以上滞在

、対象産業 体験 継続 行 （当該

体験 開始 年以内 者 限 。） 。

略

（定義）

第 条 条例 「農山漁村生活体験事業」

、次 掲 事業 。

（ ） 農山漁村生活体験者 対 、 者 滞在

間（ 年間 限 。）、助成 行 事業

（ ） 農山漁村生活体験者 自宅 居住 者 対

、農山漁村生活体験者 滞在 間（ 年間

限 。）、助成 行 事業

（ ）及 （ ） 略

条例 「農山漁村生活体験者」 、県

外 在住 者 、農山漁村地域 月以上滞在

、農林水産業 他知事 別 定 産業 体験

。

略

２

１

２

３ ４

２

１

１

３

２

１

２

２

２

３ ４

２

１

３

この において と

は に げる をいう

に して その が す

る を う

に その が

に める という に

る を する に して を う

を う

び

この において とは

に していた で に

し の を して っているもの

を して の に る をいう

この において と

は に げる をいう

に して その が す

る に る を う

を に させる に

して が する に

る を う

び

この において とは

に していた で に

し その が に める を す

るものをいう

２

２ ２ ３

２ ２

３ ２

３

１ ４ １

２ ２ １ １

２ ２ １ ２

この の の という にされた に する の の に

する の の に する という の の の の の の

の の び の の から の までに げる の その の という に

ついては なお の による

に はその を けた がした は の により を する

のした とみなす の により はその を けた がする についても

とする

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を る

この は から する

この の の に を けた の

の に る が き き する における の

の の については とあるのは とする

条例 施行 日（以下「施行日」 。）前 申請等 対 改正後 鳥取県知事 権限 属

事務 処理 特例 関 条例（以下「新条例」 。）別表 項、 項、 項、

項及 項 項 掲 許可等 処分 他 行為（以下「移譲事務」 。）

、 従前 例 。

施行日前 知事又 委任 受 者 移譲事務 、新条例第 条 規定 事務 処理 市町

村 移譲事務 。前項 規定 知事又 委任 受 者 移譲事務 、同様

。

鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例 一部 改正 条例

鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 。

附 則

（施行期日）

条例 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

条例 施行 日前 交付決定 受 改正前 鳥取県農山漁村生活体験事業助成条例第 条第 項第

号 事業 係 農山漁村生活体験者 引 続 滞在 場合 改正後 鳥取県農山漁村生活体験事業助

成条例第 条第 項 規定 適用 、同項中「 年」 、「 年」 。

19 24 24 35

44 46

13 28

12 23

13

鳥取県条例第 号21



平成 年 月 日 水曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 28 25 7３

改 正 後 改 正 前

（利用料金）

第 条 県民文化会館 利用 係 料金（以下「利用料

金」 。） 、別表 、第 条 規定

基 管理 委託 受 者 収入 収受

。

（利用料金 減免）

第 条 前条 規定 、規則 定 特別

理由 認 場合 、規則 定

、利用料金 減免 。

（使用料 徴収）

第 条 県民文化会館 利用 、別表 定

、使用料 徴収 。

（使用料 減免）

第 条 知事 、特別 理由 認 、規

則 定 、使用料 減免

。

別表（第 条関係）

施設利用料

（ ） ー 等利用料

区 分

金 額

午前
利用料

午後
利用料

夜間
利用料

全日
利用料

略

別表（第 条関係）

施設使用料

（ ） ー 等使用料

区 分

金 額

午前
使用料

午後
使用料

夜間
使用料

全日
使用料

略

備考

～ 略

表 掲 施設（以下「 ー 等」

。） 午前 時 午前 時 又

午後 時 午後 時 間 利用

場合 利用料 額 、午前又 夜間 利用

料 額 勘案 知事 別 定 。

ー 等 正午 午後 時 又 午後

時 午後 時 間 利用 場合

（全日 利用 場合 除 。） 利用

料（以下「延長利用料」 。） 額 、

午前又 午後 利用料 額 勘案 知事

別 定 。 、 ー 等 午前

備考

～ 略

表 掲 施設（以下「 ー 等」

。） 午前 時 午前 時 又

午後 時 午後 時 間 利用

場合 使用料 額 、午前又 夜間 使用

料 額 勘案 知事 別 定 。

ー 等 正午 午後 時 又 午後

時 午後 時 間 利用 場合

（全日 利用 場合 除 。） 使用

料（以下「延長使用料」 。） 額 、

午前又 午後 使用料 額 勘案 知事

別 定 。 、 ー 等 午前

４

６

５

４

５

４

１

１

４

１

１

１ ３

４

０ ９

５ １

５ ６

１ ３

４

０ ９

５ １

５ ６

の に る

という は のとおりとし の

に づく の を けた の として させ

る

の

の にかかわらず で める の

があると められる には で めるとこ

ろにより を することができる

の

の については に める

ところにより を する

の

は の があると めるときは

で めるところにより を することがで

きる

ホ ル

の の の の

ホ ル

の の の の

この に げる ホ ル と

いう を から まで は

から までの に する

の の は は の

の を して が に める

ホ ル を から まで は

から までの に する

の をする を く の

という の は

は の の を して

が に める ただし ホ ル を か

この に げる ホ ル と

いう を から まで は

から までの に する

の の は は の

の を して が に める

ホ ル を から まで は

から までの に する

の をする を く の

という の は

は の の を して

が に める ただし ホ ル を か

10 12 10 12

鳥取県立県民文化会館 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立県民文化会館 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県立県民文化会館 設置及 管理 関 条例（平成 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 当該改正部分 対応 同表 改

正後 欄中下線 引 部分 改 。

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように す

る

の の の が かれた という を に する の

の が かれた に める

13 28３

５ ２

鳥取県条例第 号22



平成 年 月 日 水曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 28 258 ３

ら き き において する にお

ける から までの の に

る び から き き に

おいて する における から

までの の に る

は しない

び

の の が である

における の は とする

ものとする

を する において は

をしたときは この に める

の に が に める を するもの

とする

ら き き において する にお

ける から までの の に

る び から き き に

おいて する における から

までの の に る

は しない

び

の の が である

における の は とする

ものとする

を する において は

をしたときは この に める

の に が に める を するもの

とする

センタ
の に が く できる の

として センタ を ける

引 続 午後 利用 場合

正午 午後 時 間 利用 係

延長利用料及 午後 引 続 夜間

利用 場合 午後 時

午後 時 間 利用 係 延長利用料

、徴収 。

（ ） 展示室等利用料

略

備考

及 略

件 利用料 額 円未満 場合

当該利用料 額 、 円

。

会議室 利用 場合 、冷房又

暖房 、 表 定 利用料

額 知事 別 定 額 加算

。

設備利用料

略

引 続 午後 利用 場合

正午 午後 時 間 利用 係

延長使用料及 午後 引 続 夜間

利用 場合 午後 時

午後 時 間 利用 係 延長使用料

、徴収 。

（ ） 展示室等使用料

略

備考

及 略

件 使用料 額 円未満 場合

当該使用料 額 、 円

。

会議室 利用 場合 、冷房又

暖房 、 表 定 使用料

額 知事 別 定 額 加算

。

設備使用料

略

改 正 後 改 正 前

（設置）
第 条 略
（国際交流 ー）
第 条 空港 、県民 広 利用 国際交流
場 、国際交流 ー 設 。

（運用時間）

（設置）
第 条 略

（運用時間）

１

５

６

２

１ ２

３ １

４

２

１

５

６

２

１ ２

３ １

４

２

２

２ ２

２

100

100

100

100

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県営鳥取空港 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県営鳥取空港 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県営鳥取空港 設置及 管理 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中条 表示 下線 引 条（以下「移動条」 。） 対応 同表 改正後 欄

中条 表示 下線 引 条（以下「移動後条」 。） 存在 場合 、当該移動条 当該移動後条

、移動後条 対応 移動条 存在 場合 、当該移動後条（以下「追加条」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（条 表示 除 。） 同表 改正後 欄中下線 引 部分（条

表示及 追加条 除 。） 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

この は から する

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように する

の の の の に が かれた という に する の の

の に が かれた という が する には を

とし に する が しない には という を える

の の の が かれた の を く を の の が かれた

の び を く に める

の の の の で まれた を る

13

13 28

42 24

４ １

３

鳥取県条例第 号23



平成 年 月 日 水曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 28 25 9３

第 条 空港 運用時間 、午前 時 分 午後 時

分 。 、知事 、定期便 遅延、空

港施設 建設工事等 必要 認 、空港

運用時間 変更 。

（制止又 退去 命令）

第 条 略

（管理 委託）

第 条 知事 、国際交流 ー 管理 財団法人鳥

取県国際交流財団 委託 。

（規則 委任）

第 条 略

別表第 （第 条関係）

略

建物 他 施設

（ ） 略

（ ） 国際交流 利用（空港 ー

利用 除 。）

区 分 単 位 金 額

略

（ ） 略

備考 略

第 条 空港 運用時間 、 時 時 分

。 、知事 、定期便 遅延、空港施設 建設

工事等 必要 認 、空港 運用時間

変更 。

（制止又 退去 命令）

第 条 略

（規則 委任）

第 条 略

別表第 （第 条関係）

略

建物 他 施設

（ ） 略

（ ） 国際交流 利用（空港 ー

利用 除 。）

区 分 単 位 金 額

略

国際交
流
ー

使用面積
平方 ー

月

円

（ ） 略

備考 略

３ ７ ９

２

１

２

１

２

３

３ ８

２

１

２

１

２

１

１

３

の は から

までとする ただし は の

の のため と めるときは

の を することができる

は の

の

は センタ の を

に する

への

その の

のための タ ミナルとし

ての を く

の は から までとす

る ただし は の の

のため と めるときは の を

することができる

は の

への

その の

のための タ ミナルとし

ての を く

セン
タ

メ ト
ル につ
き

30

30

19

20

21

17

19 30

19

20

17

1,330

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 改正 、規則 定 日 施行 。

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例 一部 改正 条例

鳥取県立社会福祉施設 設置及 管理 関 条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

この は から する ただし の は で める から する

の び に する の を する をここに する

の び に する の を する

の び に する の を のように す

る

の の の の で まれた を る

13

13 28

39 11

４ １ ３

３

鳥取県条例第 号24



平成 年 月 日 水曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 28 2510 ３

改 正 後 改 正 前

（設置）

第 条 鳥取県立社会福祉施設 次 設置 。

種 別 名 称 位置
略

肢体不自由児施設 略
鳥取県立鳥取療育園 鳥取市

略
特別養護老人 ー 鳥取県立三津白寿苑 鳥取市

略
略

（設置）

第 条 鳥取県立社会福祉施設 次 設置 。

種 別 名 称 位置
略

肢体不自由児施設 略
鳥取県立鳥取療育園 鳥取市
鳥取県立皆生療護園 米子市

略
特別養護老人 ー 鳥取県立西伯有楽苑

鳥取県立三津白寿苑 鳥取市

略
略

（管理 委託）

第 条 知事 、鳥取県立社会福祉施設 管理 関

事務 次 委託 。

種別 名 称 委 託 先 委託事務
身体障
害者更
生施設

鳥取県立障
害者福祉

ー厚和
寮

社会福祉法
人鳥取県厚
生事業団

施設設備 保全
並 入所者又
通所者 更生
必要 治療及
訓練 関

事務
略

特別養
護老人
ー

鳥取県立三
津白寿苑
略

社会福祉法
人鳥取県厚
生事業団

施設設備 保全
及 入所者 養
護 関 事務

略
略

（管理 委託）

第 条 知事 、鳥取県立社会福祉施設 管理 関

事務 次 委託 。

種別 名 称 委 託 先 委託事務
肢体不
自由児
施設

鳥取県立皆
生療護園

社会福祉法
人鳥取県厚
生事業団

施設設備 保全
並 入所児童
治療及 養護
関 事務

身体障
害者更
生施設

鳥取県立障
害者福祉

ー厚和
寮

社会福祉法
人鳥取県厚
生事業団

施設設備 保全
並 入所者又
通所者 更生
必要 治療及
訓練 関

事務
略

特別養
護老人
ー

鳥取県立西
伯有楽苑
鳥取県立三
津白寿苑
略

西伯郡西伯
町
社会福祉法
人鳥取県厚
生事業団

施設設備 保全
及 入所者 養
護 関 事務

略
略

２ ２
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セ
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ホ ム

の
び の
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西伯郡西伯町

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県公害防止条例 一部 改正 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県公害防止条例 一部 改正 条例

鳥取県公害防止条例（昭和 年鳥取県条例第 号） 一部 次 改正 。

この は から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する
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鳥取県条例第 号25
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改 正 後 改 正 前

（承継）

第 条 略

第 条第 項又 第 条第 項 規定 届出

者 相続、合併又 分割（ 届出 係

煙関係特定施設 承継 限 。）

、相続人、合併後存続 法人若 合併

設立 法人又 分割 当該 煙関係特

定施設 承継 法人 、当該届出 者 地位

承継 。

略

（承継）

第 条 略

第 条又 第 条 規定 届出 者

相続、合併又 分割（ 届出 係 汚水関係特定

施設 承継 限 。） 、相

続人、合併後存続 法人若 合併 設立

法人又 分割 当該汚水関係特定施設 承継

法人 、当該届出 者 地位 承継 。

略

（承継）

第 条 略

第 条第 項又 第 条第 項 規定 届出

者 相続、合併又 分割（ 届出 係

騒音関係特定工場等 設置 騒音関係特定施設

承継 限 。） 、相

続人、合併後存続 法人若 合併 設立

法人又 分割 当該騒音関係特定施設

承継 法人 、当該届出 者 地位 承継

。

略

（承継）

第 条 略

第 条第 項又 第 条第 項 規定 届出

者 相続又 合併 、相続人

又 合併後存続 法人若 合併 設立

法人 、当該届出 者 地位 承継 。

略

（承継）

第 条 略

第 条又 第 条 規定 届出 者

相続又 合併 、相続人又 合併後存

続 法人若 合併 設立 法人 、当該

届出 者 地位 承継 。

略

（承継）

第 条 略

第 条第 項又 第 条第 項 規定 届出

者 相続又 合併 、相続人

又 合併後存続 法人若 合併 設立

法人 、当該届出 者 地位 承継 。

略
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次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

附 則

条例 、平成 年 月 日 施行 。

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

この は から する13 ４ １
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